この社会福祉法人は、「前橋積善会」が土地・建物等の基本財産を寄付して、昭和４２年（1967年）９月３０日に設立いたしました。前橋積善会は、明治13年（1880年）４月前橋市内の僧侶を中心に有志の方により病気の人に無料の施薬券の発行、幼児保育事業等を行ってきました。昭和２年に組織を社団法人とし、“慈悲と善隣”の精神をモットーとして、行路病者の看護、結核患者、精神障害者の医療を無料又は、低額診療事業を行って参り、平成24年４月に公益社団法人の認可を受け、現在厩橋病院（精神科４０１床）と看護学校を経営しております。法人名「あそか会」は、お釈迦様の誕生されたインドのルンビニの花園に咲いていた“無憂樹”の花の言語「阿輸迦（アショカ）」にちなみ、世の中の“憂いや悩み”を取り除くことを祈念して定められました。
前橋あそか会沿革
	S42（1967）・９

S42（1967）・10

S49（1969）・４

S54（1979）・４

S57（1982）・４

S60（1985）・４

S61（1986）・２

H３（1991）・10

H４（1992）・10

H10（1998）・３

H10（1998）・10

H12（2000）・４

H15（2003）・３

H15（2003）・４

H16（2004）・4

H17（2005）・２

H18（2006）・10

H19（2007）・４

H21（2009）・４
H23（2011）・４
	設立の母体である社団法人前橋積善会より土地・建物の寄付を受けて「社会福祉法人前橋あそか会」の設立許可

知的障害者更生施設「赤城野荘」（定員65名）開設

知的障害者通所授産施設「光明園」（定員40名）開設

前橋市在宅心身障害児簡易母子通園事業「たんぽぽ学園」開設

赤城野荘の木造建物を増改築し、定員120名に変更　・　光明園の定員を50名に変更

たんぽぽ学園を発展的に解消し、知的障害児通園施設「たんぽぽ学園」（40名）開設

旧たんぽぽ学園の園舎を改装し、光明園の定員を60名に変更

特別養護老人ホーム「やすらぎ園」（痴呆性老人対象・定員50名、短期入所定員4名）開設

前橋市在宅老人デイサービス「前橋やすらぎセンター」（定員25名）開設

前橋市在宅重度心身障害者等デイサービス施設「前橋たんぽぽホーム」開設

前橋市在宅介護支援センター「やすらぎ」を、やすらぎ園内に開設

老人居宅介護等事業「ホームヘルプサービス」開設

地域交流ホーム「あそか会館」完成

前橋市障害児通園事業「スマイルキッズたんぽぽ」開設

介護保険導入に伴い「前橋やすらぎセンター」を「やすらぎ園デイサービスセンター」へ名称変更

赤城野荘を二分割し、「ルンビニー苑」（定員６０名）開設

赤城野荘通所部（定員7名）開設

障害児通園事業「わくわくランドたんぽぽ」開設

障害者居宅介護等事業「ヘルパーステーションあかぎの」開設

群馬県知的障害者地域ホーム事業「あかぎのホーム」開設

「あかぎのホーム」が知的障害者地域生活援助事業（グループホーム）に変更

障害者自立支援法施行に伴い、

「あかぎのホーム」が共同生活援助事業、「ヘルパーステーションあかぎの」が居宅介護・行動援護事業、

「スマイルキッズたんぽぽ」、「わくわくランドたんぽぽ」が児童デイサービス事業で事業者指定を受ける

「赤城野荘障害者相談支援事業所」が指定相談支援事業で事業者指定を受ける

前橋市在宅介護支援センターに替り、「前橋市地域包括支援センター桂萱」開設（前橋市委託事業）

障害者施設が新体系に移行

「あかぎのホーム」をケアホームに種別変更、さらに堤町に「第二あかぎのホーム」（定員６名）を開設
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	法人名
	社会福祉法人前橋あそか会

	所在地
	群馬県前橋市江木町１２３１番地

	電話番号
	０２７－２６９－１５６６

	ＦＡＸ番号
	０２７－２６９－１５６７

	代表者氏名
	理事長　瀧　澤　現　秀

	設立年月日
	昭和４２年１０月２３日


	施　　設　　名
	住　　所
	電話番号
	ＦＡＸ番号

	①赤　　城　　野　　荘　　　（指定障害者支援施設）
	前橋市江木町1231番地
	(027)269-1566
	(027)269-1567

	②ル　ン　ビ　ニ　ー　苑　　（指定障害者支援施設）
	前橋市江木町1231番地
	(027)269-5793
	(027)269-5793

	③光　　　明　　　園　　　　　（指定障害者支援事業所）
	前橋市江木町1231番地
	(027)269-0287
	(027)269-0287

	④た　ん　ぽ　ぽ　学　園　　（児童発達支援センター）
	前橋市江木町1231番地
	(027)269-3620
	(027)269-3620

	⑤た ん ぽ ぽ ホ ー ム　（指定障害者支援事業所）
	前橋市江木町1231番地
	(027)269-7960
	(027)269-3620

	⑥特別養護老人ホームやすらぎ園　（介護老人福祉施設）
	前橋市江木町1225-1番地
	(027)269-6216
	(027)269-6250

	⑦やすらぎ園デイサービスセンター　（老人通所介護）
	前橋市江木町1225-1番地
	(027)269-0727
	(027)269-6250

	⑧やすらぎ園ホームヘルパーステーション（老人訪問介護）
	前橋市江木町1225-1番地
	(027)269-7400
	(027)269-6250

	⑨やすらぎ園居宅介護支援事業所　（居宅介護支援）
	前橋市江木町1225-1番地
	(027)269-1667
	(027)269-6250

	⑩前橋市地域包括支援センター桂萱　（地域包括支援）
	前橋市江木町1225-1番地
	(027)264-0808
	(027)269-6250


　
	特別養護老人ホームやすらぎ園

指定介護老人福祉施設　1070100530
施設長（管理者）　石田　知久

開設年月日　昭和６０年４月１日
指定年月日　平成１２年３月１日
入所定員　５０名
介護保険法に従い、常時介護を必要とされる高齢者に対して、個々の状態に合わせたケアプランを作成し、ご契約者（利用者）が、その有する能力に応じ可能な限り自立した日常生活を営むことが出来るように支援することを目的として、ご契約者に必要な居室及び共有施設等をご利用いただき、介護福祉施設サービスを提供します。
· ご利用について
　介護保険認定により要介護と認定された方が対象になります。入所申込受付を随時行っておりますので、ご相談ください。
· 利用料

ご契約者の要介護度に応じてことなります。また、所得に応じて軽減される場合があります。
指定短期入所生活介護
指定年月日　平成１２年３月１日
指定介護予防短期入所生活介護
指定年月日　平成１８年４月１日
施設長（管理者）　石田　知久

開設年月日　昭和６０年４月１日
入所定員　４名

要介護状態及び要支援状態になった利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことが出来るよう、一時的にお預かりし、入浴、排泄、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び精神的負担の軽減を図るよう努めます。
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	やすらぎ園デイサービスセンター
指定通所介護　1070100753
指定介護予防通所介護　1070100753
施設長（管理者）　石田　知久
開設年月日　昭和６１年２月１日
指定年月日　平成１２年３月１日

（介護予防）平成１８年４月１日
ご利用者お一人お一人が病気や障害、認知機能の低下があっても、その人らしい生活を自信・意欲・楽しみを持って過ごせる様に個々に合わせたサービスと援助を行います。病気などで家に閉じこもりがちな方も利用することで他の利用者やボランティアなど多くの方と触れ合う事ができ、新たな社会関係作りができる様に職員全体で統一した理解のもと、誠意をもって対応致します。
· ご利用の手続き
　　介護支援専門員（ケアマネージャー）によるケアプランの作成後、ご契約をしていただきます。

· ご利用になれる方

　　介護保険認定により、要支援１・２要介護１～５

　　の認定に該当された方。

　　（前橋市事業　自立支援型デイサービス）

　　介護保険認定に該当されない６０歳以上の独居世

　　帯、あるいは６０歳以上の高齢世帯の方でデイサービス利用の必要な方。

· サービス内容

　　個別介護、介護予防、自立支援、社会参加、機能訓練、地域交流、健康チェック、生活相談、介護者の負担軽減、送迎、食事、入浴
· 利用料及び実費負担（別紙による）その他ご利用希望の見学、体験利用、はお問い合わせください
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	やすらぎ園ﾎｰﾑﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝ
指定訪問介護　1070100860
指定介護予防訪問介護1070100860
管理者　石田　知久
開設年月日　平成４年１０月１日
指定年月日　平成12年3月21日
（介護予防）平成18年４月1日

日常生活を営むのに支障があるお年寄りのご家庭に対してホームヘルパーを派遣し、お年寄りの日常生活のお世話を行い、健全で安らかな在宅生活を営むことが出来るよう援助するとともに、家族の介護負担の軽減を図ります。
· 身体介護
　起床介助、就寝介助、排泄介助、衣服の着脱、整容介助、身体の清拭・洗髪、入浴介助、食事介助、体位変換、服薬管理、通院介助等

· 生活援助

　調理、洗濯、掃除・整理整頓、買物、薬の受け取り、衣服の入替え等

· 訪問時間
　午前８時から午後６時（月～土）

· 前橋市生活支援型訪問家事援助
　単身世帯・もしくは高齢者のみの世帯で介護保険の認定を受けていないご利用者宅に訪問し生活支援を行うことにより安心した自立生活を送れるように支援いたします。

· サービス提供スタッフは、全員有資格者（介護福祉士またはヘルパー養成研修１・２級課程の修了者）です。


	やすらぎ園居宅介護支援事業所
指定居宅介護支援　1070100290
管理者　町田恵理子
開設年月日　平成４年１０月１日
指定年月日　平成11年9月30日
介護保険の居宅介護サービスを受けられる方は、要支援又は要介護と認定された後、介護サービス計画（ケアプラン）を作成する必要があります。介護サービス計画を作るためには、居宅介護支援事業所にて、具体的なサービス内容を相談し、決定する必要があります。このような介護サービス計画の作成を代行します。ケアプラン作成にかかわる料金は無料です。
· ご自宅を訪問し、ご本人のご家族からお話をお伺いします。

· ご本人の了解を得て、主治医の方に意見をお尋ねすることがあります。

· 介護支援専門員を中心に、サービス担当者会議を開いて検討します。

· サービス計画の内容、利用料、保険の適用など一切をご説明し、了解を得ます。
· 情報の提供

· 要介護認定の申請、変更の代行

· 関連申請者等の連絡調整

· 給付管理票の作成、提出

· 営業日・営業時間

　月曜日～金曜日（祝日、年末年始は除く）午前８時半～午後５時半
	前橋市地域包括支援センター桂萱
指定地域包括支援　1000100030
管理者　浅見　千秋
開設年月日　平成２１年４月１日
指定年月日　平成２１年４月１日
前橋市の委託を受け、高齢者が住みなれた地域で、その方らしい生活を送るために、介護の必要な状態にならないような予防対策や、その方の状態に応じた介護・医療・福祉等のサービスが受けられるように、保健師・社会福祉士・主任ｹｱﾏﾈｰｼﾞｬｰが「チーム」として総合的に高齢者を支えます。
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· 介護予防ケアマネジメント

　介護保険で要支援1・2の認定を受けた方への介護予防ケアプランを作成します。

· 権利擁護

高齢者虐待の早期発見と防止や成年後見制度等の紹介。

· 総合相談・支援

　介護に関する悩みや相談に応じます。

· 包括的・継続的ｹｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ

　地域のｹｱﾏﾈｰｼﾞｬｰの支援やﾈｯﾄﾜｰｸ作りをします。

· 営業日・営業時間

　月曜日～金曜日（祝日、年末年始は除く）午前８時半～午後５時半

· サービス提供区域

　前橋市桂萱地区


